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令和７年度 高松市官民共創マッチング支援業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、高松市（以下「本市」という。）が行う高松市官民共創マッチング支援業務委

託（以下「本業務」という。）に適用します。 

 

１ 業務の目的 

本市では、多くの人が集まり、まちが元気になり、活力にあふれる、その好循環を繰り

返すまちとなるため、県内だけでなく、本市東京事務所や東京事務所が入居するフレキシ

ブルオフィス WeWork 拠点等を活用しながら、ヒト・モノ・情報が集まる大都市圏の民間

事業者との間においても、相互に資源やアイデア、ノウハウ、技術等を持ち寄って、地域

課題の解決を図る官民共創を推進することとしております。 

本業務は、本市の抱える地域課題と、民間事業者が持つ課題解決に向けたアイデアやノ

ウハウ、技術等（以下「課題解決手法」という。）をマッチングさせ、実証事業の実施とそ

の効果検証を経た上で、社会実装化を目指す業務を、委託により行うものです。 

また、本市職員が本業務に関わる中で、地域課題の洗い出しや課題の効果的な提示、課

題解決手法の選定、実証事業実施に向けた協議と事業の実施、事業の効果検証、社会実装

化に向けた検討など、官民共創に向けたノウハウを習得するものです。 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

 

３ 事業規模金額 

５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 業務の概要 

  本業務の概要は、次のとおりとします。 

（１） 本業務に関する協議の実施と業務実施計画表の作成 

（２） 本市の抱える課題の洗い出しと提示 

（３） 課題解決手法の募集 

（４） 解決手法の審査 

（５） 課題解決を図るための実証事業実施に向けた協議 

（６） 実証事業の進捗管理 

（７） 実証事業の効果検証 

（８） 実証事業成果報告会の実施 
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５ 業務の実施内容 

  本業務の実施内容は、次の（１）～（９）に掲げるものとします。 

なお、本業務の委託を通して、本市職員は、（１）～（８）に関するノウハウの習得も行 

 うこととします。 

 

（１） 本業務に関する協議の実施と業務実施計画表の作成 

本業務の円滑な遂行を図るため、着手時に、業務責任者が出席した協議を行います。 

業務責任者には、他自治体での官民共創を担当した経験のある者を充ててください。 

また、発注者又は受注者の必要に応じて、随時、協議を行うとともに、受注者は、協 

議後、速やかに会議録を作成し、発注者の確認を受けてください。 

    さらに、本業務の実施に当たり、受注者は、受注後、速やかに業務の全体計画を立案

した上で、業務概要、実施方針、業務日程、組織体制等を内容とする実施計画書を作成

し、発注者に提出し、発注者の承諾を得てください。 

 

（２） 本市の抱える課題の洗い出しと提示 

本市政策課が各課から解決したい課題を募集するに当たって、説明資料や課題募集の 

様式を用意してください。 

 また、政策課が各課に対して実施する事業説明会の企画・運営を行ってください。 

各課が政策課に対して、課題を提示するに当たっては、真に課題の解決につながるよ 

う、課題の洗い出し手法について、適宜、助言指導してください。 

さらに、提示された課題が、民間事業者にとって理解しやすく、課題解決手法の応募 

につながるよう、課題の設定や課題の表現について、適宜、助言指導してください。 

 なお、本市が本業務の実施を通して、課題解決手法を募集し、解決を目指す地域課題 

としては、３つ以上とします。 

 

（３） 課題解決手法の募集 

本市政策課及び担当課が民間事業者に対して実施する、地域課題説明会の企画・運営 

を実施してください。 

課題解決手法の募集に当たっては、応募フォームを作成するなど、民間事業者が応募 

しやすくなるよう、体制を整備するとともに、ＨＰやＳＮＳを活用しながら、積極的な 

募集を行ってください。 

また、本市東京事務所の活動や企業誘致等の本市の取組との連携を図りながら、事業 

者の募集を実施してください。 

さらに、次年度以降の事業展開に生かすため、応募事業者の属性や、応募フォームへ 

  の流入経路分析を行ってください。 

 

（４） 解決手法の審査 
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各課題への応募事業者との連絡調整を行い、書類選考やＷｅｂ面談により、１課題当

たり１～３者の最終候補者の選定を実施してください。 

また、本市政策課、担当課及び最終候補者の面談を設定し、実証事業の実施事業者の

選定を支援してください。 

 

（５） 課題解決を図るための実証事業実施に向けた協議 

本市政策課とともに、担当課と実証事業の実施事業者を仲介し、適宜、助言指導を行

いながら、実証事業が効果的に実施されるよう、事業実施に向けた協議や準備を行って

ください。 

 

（６） 実証事業の進捗管理 

本市政策課とともに、担当課と実証事業の実施事業者を仲介し、実証事業に立ち会い、

実施手法について助言指導を行うなど、担当課と事業者による共創が推進されるよう、

実証事業の進捗管理を実施してください。 

特に、担当課や事業者に対して、適宜、助言指導を行うなど、円滑に実証事業を実施

できるよう、また、事業実施の効果を発揮できるよう、伴走支援を実施してください。 

 

（７） 実証事業の効果検証 

本市政策課、担当課、実証事業の実施事業者とともに、実証事業について振り返り、  

事業実施の効果について検証してください。 

効果の検証に当たっては、検証作業を主導するとともに、担当課や事業者と連携しな

がら、実証事業実施報告書を作成してください。 

また、課題ごとに、政策課、担当課、事業者の間で、今後の社会実装に向けた可否判

断や、予算化に向けた連絡調整を行ってください。 

 

（８） 実証事業成果報告会 

次年度以降の官民共創の推進に向けて、庁内向けの実証事業の成果報告会の企画・運

営を実施してください。 

 

（９） 付加提案 

上記（１）～（８）以外の項目について、業務の円滑な遂行に必要がある場合は、提

案し、可能な範囲で弾力的に支援を行ってください。 

なお、付加提案は、本業務の事業規模金額の範囲内で実施するものとします。 
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６ 業務スケジュール（予定） 

業務のスケジュールは、次のとおりとしますが、協議により変更する場合があります。 

時期 内容 

Ｒ７．４～５月 ・業務委託公募提案の実施 

・本市政策課から各課に対して、事業趣旨を説明するとともに 

 課題の洗い出しに向けた準備を依頼 

Ｒ７．５月下旬 業務委託事業者の選定 

Ｒ７．６月下旬 業務委託契約の締結 

Ｒ７．６月中 本業務に関する協議の実施と実施スケジュールの確定 

Ｒ７．７月初旬 事業説明会の実施 

Ｒ７．７～８月 ・本市の抱える課題の洗い出しと提示 

・課題解決手法の募集準備 

Ｒ７．９月 課題解決手法の募集 

Ｒ７．１０月上中旬 課題解決手法の審査、実証事業実施事業者の選定 

Ｒ７．１０月下旬 実証事業実施に向けた協議、実施準備 

Ｒ７．１１月 

～Ｒ８．２月 

実証事業の実施、進捗管理 

Ｒ８．３月 実証事業の効果検証、成果報告会の実施 

 

７ 企画提案書記載要件 

  企画提案書には、次の各項目の内容について具体的に記載してください。 

（１）本業務全体に関する考え方 

（２）本業務の実施により、本市が目指すべき姿 

（３）本市職員が官民共創のノウハウを蓄積させる取組 

（４）事業スキーム案を検討し、企画提案をするに当たって基礎とした情報 

（５）本市の抱える課題の洗い出し手法や、民間事業者に対する課題の提示手法 

（６）本市の抱える課題の解決手法の募集方法や応募を促進させる取組 

（７）本市担当課と民間事業者のマッチングや実証事業を円滑に行う取組 

（８）具体的な業務スケジュール 

（９）業務の実施体制、役割分担、本業務に携わる者の業務実績、実務経験年数 

（１０）その他、本仕様書に定める事項以外で、弾力的な対応や、その他本事業に必要又は 

 有効で、かつ、実施可能である提案があれば記載してください。 
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８ 業務の完了 

  受注者は、業務の実施内容をまとめた「業務実施報告書」を作成し、紙媒体及びＤＶＤ－Ｒ

等で提出し、本市の検査をもって、本業務の完了とします。 

  なお、「業務実施報告書」作成に当たっては、本市が組織として官民共創のノウハウを蓄積

できるようデザインやレイアウトを工夫してください。 

 

９ 仕様書の確定 

本仕様書については、企画競争の結果により、選定された事業者と協議の上、必要に応

じて、修正した後、確定するものとします。 

 

１０ 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項につ 

いては、本市と受注者で協議の上、定めます。 

 

１１ その他 

(１) 受注者は、業務責任者をもって秩序正しい業務を行わせてください。 

（２） 受注者は、常に本市と緊密な連絡を取り、適宜、十分な打ち合わせを行うとともに、

作業の途中において中間報告を求められた時は、直ちに報告を行ってください。 

(３) 受注者は、本業務の遂行に当たっては、十分な注意を払ってください。また、明ら

かな瑕疵により発注者に損害を与えた場合は、その損害額を補償することとします。 

(４) 受注者は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第

１３７号）その他関係法令を遵守するとともに、個人情報の取扱いを適正に行い、危

機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行を図ってください。 

(５) 本業務の実施に伴い必要となる費用は、原則として、受注者の負担とします。 

(６) 受注者は、本業務の履行に当たり、関連する法令等を遵守してください。 

(７) 本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせるこ

とはできません。「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手

法の決定及び技術的判断のことを指します。 

(８) 受注者は、本業務実施において事故等が発生したときは、その原因・経過及び被害

の内容を、速やかに発注者に報告してください。また、受注者は当該事故について一

切の責任を負い、損害賠償等の請求があった場合は、一切を受注者の責任において処
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理するものとします。 

(９) 受注者は、本業務の履行に伴い得た個人及び企業等に関する情報について、その取

扱い及び保管を慎重に行い、破損及び減失、盗難等のないよう責任を持って管理を行

うとともに、業務上必要であっても高松市の承諾なく複製又は貸与してはなりません。 

また、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに高松市に引き渡してください。 


